












第 346 回（令和元年 12 月）定例会 

会派提案意見書案に対する態度  

【会派名：公明党・県民会議】 

番

号 
件名 

提出

会派 
態度 理由 

意

１ 

社会資本の老朽化対策の推進

を求める意見書 
自 ○ 原案どおり賛同する。 

意

２ 

河川整備計画に基づく水害対

策の推進を求める意見書 
自 ○ 原案どおり賛同する。 

意

３ 

女性活躍の推進に向けた取組

の一層の充実を求める意見書 
民 ○ 

原案どおり賛同する。 

ただし、記以下の部分で具体的に整

備すべき制度や推進すべき施策があ

れば記載してはどうか。 

意

４ 

台風や集中豪雨等による災害

からの復旧・復興に向けた制

度の整備等を求める意見書 

公 －  

意

５ 

ＣＳＦ（豚コレラ）の早期終息

に向けた緊急かつ具体的な対

策を求める意見書 

公 －  

意

６ 

学校施設の空調整備強化を求

める意見書 
維 ○ 原案どおり賛同する。 

意

７ 

国民健康保険事業へのぺナル

ティー措置の撤回を求める意

見書 

共 × 

国も毎年約3,400億円の財政支援を

実施するなど、国民健康保険の財政

基盤の強化に努めてきた。また、保険

者努力支援制度の評価指標について

は、赤字削減・解消計画を定めていな

い場合や、赤字削減・解消計画を定め

ているものの、赤字削減目標年次及

び削減予定額を定めていない等の理

由により、マイナス評価となるため、

法定外繰入を直ちに否定するもので

はない。これらの状況を踏まえた上

で、新制度導入の撤回を求めること

には、賛同できない。 

意

８ 

子どもの権利を保障する包括

的な法整備を求める意見書 
共 × 

現状、子どもの権利を守るため、それ

ぞれの目的に沿った個別の法律や制

度がある中で、今回求める包括的な

法整備の内容が不明確であり、また

包括的な法整備により、どのような

課題が解決するのかが分からないた

め、賛同できない。 

（備考） 「態度」欄  ○：概ね原案どおり賛成  △：修文のうえ賛成  ×：当該案に反対  －：自会派提案 

※ △で修文を求める場合は、修文の具体的な文案を書面でお示し願います。 



第 346 回（令和元年 12 月）定例会 

会派提案意見書案に対する態度  

【会派名：維新の会 】 

番

号 
件名 

提出

会派 
態度 理由 

意

１ 

社会資本の老朽化対策の推進

を求める意見書 
自 △ 

人口減少や財政上の制約を加味し必

要性の少ない施設の統廃合を進める

必要があることから加筆を求める 

意

２ 

河川整備計画に基づく水害対

策の推進を求める意見書 
自 △ 

兵庫県議会としての意見書であるの

で、兵庫県の実状についての加筆を

求める 

意

３ 

女性活躍の推進に向けた取組

の一層の充実を求める意見書 
民 △ 

女性活躍と国会議員の女性立候補者

数との関連は薄く修文を求める 

意

４ 

台風や集中豪雨等による災害

からの復旧・復興に向けた制

度の整備等を求める意見書 

公 △ 
被災地では復旧復興の最中であり現

段階で政府の評価をする段階ではな

いことから削除を求める 

意

５ 

ＣＳＦ（豚コレラ）の早期終息

に向けた緊急かつ具体的な対

策を求める意見書 

公 ○  

意

６ 

学校施設の空調整備強化を求

める意見書 
維 ―  

意

７ 

国民健康保険事業へのぺナル

ティー措置の撤回を求める意

見書 

共 × 

市町村ごとに異なっている保険料率

や保険料の減額基準などについて、

都道府県内での統一は必要であるこ

とから反対 

意

８ 

子どもの権利を保障する包括

的な法整備を求める意見書 
共 △ 

客観性に欠ける文章について削除を

求める 

（備考） 「態度」欄  ○：概ね原案どおり賛成  △：修文のうえ賛成  ×：当該案に反対  －：自会派提案 

※ △で修文を求める場合は、修文の具体的な文案を書面でお示し願います。 



維新：△（修文） 意 １ 

  （自由民主党） 

意見書案 第 号                

 

社会資本の老朽化対策の推進を求める意見書 

 

 高度成長期以降に集中的に整備した社会資本の老朽化は、着実に進

行しており、次世代の社会経済の安定・安全に対する脅威となりかね

ない。 

 本県では、2014 年度に「ひょうごインフラ・メンテナンス 10 箇年計

画」を策定し(2019 年 3 月改定）、施設の安全性確保のため、計画的・

効率的な老朽化対策を進めている。しかし、修繕にかかる費用が膨大

であることから、多くの施設で修繕に着手できていない状況にある。

まして、本来は、必要性の少ない施設の統廃合を進めた上で、総コス

トの低減と予算平準化のため、施設に不具合が発生する前に対策を講

ずる予防保全にも取り組むべきところ、厳しい財政状況下において、

予防保全を進めることは困難な状況である。 

 南海トラフ巨大地震等の大規模地震や津波、近年頻発している集中

豪雨等の自然災害に対する防災上の観点からも、社会資本の老朽化対

策は喫緊の課題であるが、このままでは、十分な対策を講ずることが

できない。 

 よって、国におかれては、社会資本の多くを地方公共団体が維持管

理していることを踏まえて、国民の安全・安心の確保のため、下記事

項に取り組まれるよう強く要望する。 

記 

１ 予防保全や大規模構造物の更新を含む老朽化対策に必要な予算を 

別枠で確保するとともに、補助対象の拡大によって、事業ごとに確 

実かつ集中的に予算を充当すること。その際、地方負担分について 

も地方財政措置の拡充を行うこと 

２ 公共施設等適正管理推進事業債について、充当率や交付税措置率 

を引き上げるとともに、期間を延長すること 

３ 公共施設等の老朽化対策に関する調査・点検経費に対する地方交 

付税措置など、財政措置を更に充実すること 

４ 地方公共団体における点検や修繕・更新を担う専門性のある技術 

職員・専門職員育成について、国の体制や拠点を強化し、支援の充 

実を図ること 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 



維新：△（修文） 意 ２ 
 

（自由民主党） 

意見書案 第 号 

 

河川整備計画に基づく水害対策の推進を求める意見書 

 

国管理の河川においては、河川整備計画に基づく水害対策が進められてお

り、全国 109 水系について「200 年に 1度の水害に耐えられるか」などの目安

で堤防の必要性や規模を決め、20～30 年を目標に整備が進められている。 

 しかしながら、2019 年３月末時点の調査によると、堤防が必要な区間の合計

１万３千キロメートルのうち、大きさが計画水準に達していない区間が約３千

5百キロメートルと全体の約 26％、堤防自体が設置されていない区間が約 750

キロメートルと全体の 5.6％にのぼっている。 

今年 10 月に発生した台風第 19 号の大雨による影響により、茨城県の久慈川

や那珂川では未整備区間において堤防が決壊し、周辺地域が浸水するなど甚大

な被害が発生した。さらに、氾濫した那珂川では水戸市、ひたちなか市の無堤

防区間３箇所からも水が溢れ、住宅や田畑が浸水する被害が発生した。 

本県においても平成 16 年台風第 23 号や平成 21 年台風第 9号等において、

円山川や千種川等で堤防が決壊し氾濫するなど、これまで甚大な被害を受けて

きた。 

 今後も記録的な大雨が降る可能性は高く、全体の約３割にのぼる未整備区間

及び無堤防区間を早期に解消する必要がある。 

よって、国におかれては、河川整備計画に基づく水害対策を早期に進め、浸水

被害から地域住民の生命や財産を保護し、将来にわたって安心して暮らすこと

ができる安全な地域を実現されるよう強く要望する。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 



維新：△（修文） 意 ３ 
 

  （ひょうご県民連合） 

意見書案 第 号                

 

女性活躍の推進に向けた取組の一層の充実を求 

める意見書 

 

 人口減少・少子高齢化が進展する中、社会の活力を維持していくた

めには、女性の活躍が必要不可欠である。国においても、様々な状況

に置かれた女性が自らの希望を実現して輝くことにより、社会の活性

化につながるよう「すべての女性が輝く社会」の実現に向けた取組を

進めている。 

第４次男女共同参画基本計画では、あらゆる分野における女性の活

躍を目指し、2020 年までにその割合を少なくとも 30％程度とする目標

を掲げているが、国会議員等の候補者に占める女性の割合官公庁の幹

部職員や民間企業の役職者に占める女性の割合は依然として低水準で

あり、政策や方針などの決定過程への女性の参画を一層進める必要が

ある。 

また、本年６月の労働力調査では、女性の就業者数が３千万人を突

破するなどその就業者数は増加傾向にあるが、男性の育児休業取得率

や男性の育児・家事関連に費やす時間等は低水準であり、女性の負担

が大きい状況がある。加えて「男女共同参画社会」の周知も十分でな

いことから、社会において女性がその能力を十分に発揮するためには、

さらなるワーク・ライフ・バランスの取組とともに、男女共同参画社

会に関する理解の促進を図る必要がある。 

よって、国におかれては、女性活躍の推進に向けた取組を一層充実

させるため、下記の措置を講じられるよう強く要望する。 

記 

１ 男女共同参画社会の実現に向けて、あらゆる分野における女性の

活躍を推進するため、女性の参画拡大の積極的な推進及び女性活躍

の視点に立った制度等の整備を進めるとともに、社会全体の理解促

進を図ること。 

２ 女性の活躍促進に関する取組を行う地方公共団体を支援するため、

十分な予算額を確保すること。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 



維新：△（修文） 意 ４ 

 

（公明党・県民会議） 

意見書案 第 号 

 

台風や集中豪雨等による災害からの復旧・復興に向けた 

制度の整備等を求める意見書 

 

 今年度も、日本全国で台風や集中豪雨等による災害が頻発した。特に、台風第

19 号等の影響により東北、信越、関東、東海にかけて、河川の堤防が決壊した

他、越水などによる浸水被害、土砂災害などが広範囲に渡り多数発生し、各地に

甚大な被害をもたらした。台風第 15 号による被害の爪痕が残る地域では、追い

打ちをかけるような事態となった。 

国においては、被災直後から迅速な救助・救出活動、避難支援などの応急対応

とともに、早期復旧に向けた様々な取組に総力を挙げてきたところであるが、ど

こまでも「被災者第一」で、今後の生活支援、早期の住まいの確保、産業・生業

の支援など、被災者に寄り添った支援が求められる。 

また、水道や電気等のライフライン、鉄道や道路等の交通インフラの早期復旧、

決壊した河川の堤防等では、二度と災害を起こさない「改良復旧」を強力に推進

するとともに、ソフト・ハード両面にわたる復旧・復興に向けた総合的な支援策

を強力に推進する必要がある。 

さらに、近年、台風や集中豪雨等による災害が相次いで発生しており、雨の降

り方が局地化、集中化、激甚化している状況を踏まえた、新たな対応策を講じて

いく必要がある。 

よって、国におかれては、台風や集中豪雨等による災害が発生した際に、速や

かに復旧・復興を成し遂げるため、下記の措置を講じられるよう強く要望する。 

記 

１ １日も早い被災者の生活再建のために、既存制度の対象拡大や要件緩和な

ど弾力的な運用を行えるよう、既存制度を再検討すること。 

２ 医療施設、社会福祉施設、学校教育施設等が被災した際に速やかに復旧、再

開できるよう、必要な支援を行えるような体制を整備すること。 

３ 商工業、農林水産業が被災した場合に、早期に事業を再開できるよう、被災

した事業用建物、設備、機材等の復旧を支援する補助制度を創設すること。 

４ 被災地に風評被害が発生した場合、その払拭のため、旅行商品・宿泊料金の

割引等に対して必要な観光支援を速やかに行えるような制度を創設すること。 

５ 被災地の切れ目ない復旧・復興の推進のため、復旧作業の進捗を見極めつつ、

補正予算の編成について適切に判断すること。 

６ 「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」の前倒し実施と、事業

期間の延長、災害の教訓を反映した新たな枠組みの創設を行うこと。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 



維新：△（修文） 意 ８ 
 

（日本共産党） 

意見書案  第 号 

 
子どもの権利を保障する包括的な法整備を求  
める意見書  

   
2019 年 11 月 20 日、国連で子どもの権利条約が採択されてから 30

年、日本が批准してから 25 年を迎えた。  
しかし、日本では、家庭での虐待、学校でのいじめなどにより死に

追い込まれる悲劇が繰り返し起きている。教育現場では、競争と管理

教育の強化のなかで、教師の強圧的な「指導」や体罰、子どもの自由

な表現や人権をふみにじる校則など、子どもの人権が守られない深刻

な事態が広がり、さらにパワハラなど教職員の人権をもないがしろに

されている。  
2019 年２月、国連子どもの権利委員会は、日本政府の定期報告書に

対する最終所見として「社会の競争的な性格により、子ども時代と発

達が害されることなく、子どもがその子ども時代を享受することを確

保するための措置をとること」とした勧告を公表した。  
 条約では、子どもに係るすべてのことについて「子どもの最善の利

益」が考慮されなければならない（第３条）とし、子どもの「意見を

表明する権利」（第 12 条）を保障するよう定めている。  
 日本政府は、日本の子どもと教育をめぐる深刻な事態を踏まえ、子

どもの権利委員会の勧告を真摯に受け止め、批准国にふさわしい対策

を行うことが求められている。また、子どもたちが学校などで同条約

を学べるようにするとともに、条約とそれに基づく子どもの権利委員

会勧告を教職員や教育委員会、行政関係者が踏まえた教育を行えるよ

うにすることが必要である。  
 よって、国におかれては、子どもの権利を包括的に保障するための

法整備を速やかに行うよう強く要望する。  
 
 以上、地方自治法第 99 条の規定により、意見書を提出する。  
 
















